
【報告７】 

令和 6 年度地域公共交通確保維持改善事業の二次評価等について 

 

 

【報告 7-1】 

令和 6 年度地域公共交通確保維持改善に関する自己評価（及び地域公共交通

計画の評価結果） 概要（全体） 

 

【報告 7-2】 

令和 5・6 年度地域公共交通確保維持改修事業の二次評価について（通知） 

 

【報告 7-3】 

二次評価に対する中津川市の対応 



 



�� � �

� � ��

� � ��

�� � � �

	 � �	 �

�

�� ���� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

【報告７－１】
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中津川市公共交通会議

会長　今井　亨　　殿

中 部 運 輸 局 長

 （ 公 印 省 略 ）

中 運 交 企 第 １ ６ ３ 号

令 和 7 年 3 月 27 日

令和５・６年度地域公共交通確保維持改善事業の二次評価について（通知）

　日頃より国土交通行政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、先般報告された標記事業にかかる一次評価について、これを基に二次評価を行ったため、別紙

のとおり通知します。

なお、二次評価結果は協議会等において共有するとともに、次年度以降の計画等に反映いただくよう

お願いします。

 【問合せ先】
　　　中部運輸局交通政策部　交通企画課
    　　　　　      TEL：052-952-8006

【報告７－２】
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二次評価結果

　評価できる取組

・公共交通に親しむ機会として、イベントを実施し、乗車体験や公共交通関連グッズの配布を行い、利用促進に
向けた各種取組を実施されたことを確認しました。
・地域の声をもとに神坂地区コミュニティバス路線の再編を実施され、令和6年度の利用者が増加したことを確認
しました。
・コミュニティバスを利用した「おでかけレパートリー」の発信により、利用者の増加に繫がったことを確認しました。

　期待する取組

・地域住民の声をもとに路線を再編したことにより、利用者の増加に繋がっているため、今後も地域の声に耳を傾
け、各種交通サービスの円滑な乗り継ぎが出来るよう交通ネットワークの構築に向け施策を実施されることを期待
します。
・計画目標の達成状況とその理由についての考察に当たって、データに基づく分析が実施されることを期待しま
す。
・コミュニティバスを利用した「おでかけレパートリー」について、更なる利用拡大の取組を期待します。
・地域間幹線系統である坂下線の輸送量が補助要件基準の15人を下回っている状況であることから、当該系統
の存続が危ぶまれる状況であると言えます。引き続き、現状の把握に努めるとともに、岐阜県、運行事業者等関係
者と連携して更なる対策を早急に講じるようお願いします。

評価対象事業 地域内フィーダー系統

（別紙）中部運輸局二次評価結果 令和7年3月27日付け中運交企第１６３号通知

自治体・協議会名 中津川市公共交通会議
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【報告７−３】 

二次評価結果に対する中津川市の対応 

 
・地域住⺠の声をもとに路線を再編したことにより、利⽤者の増加に繋がっているため、今

後も地域の声に耳を傾け、各種交通サービスの円滑な乗り継ぎが出来るよう交通ネット
ワークの構築に向け施策を実施されることを期待します。 

→引き続き地域住民の声に耳を傾け、ルート再編やバス停の移設、新設等利用者の増加に繋

げられるよう努めます。 

 

・計画目標の達成状況とその理由についての考察に当たって、データに基づく分析が実施さ
れることを期待します。 

→利用状況の考察に当たっては具体的な数値を用いて分析しています。 

 

・コミュニティバスを利⽤した「おでかけレパートリー」について、更なる利⽤拡大の取組
を期待します。 

→利用者が減少傾向にある地区へ拡充できるよう検討します。 

 

・地域間幹線系統である坂下線の輸送量が補助要件基準の 15 人を下回っている状況である
ことから、当該系統の存続が危ぶまれる状況であると言えます。引き続き、現状の把握に
努めるとともに、岐阜県、運行事業者等関係者と連携して更なる対策を早急に講じるよう
お願いします。 

→新規利用者の獲得に向け、ルートの再編を行います。 
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